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の
詔
と
、
「
摩
明
経
」
と
記
さ
れ
明
経
科
に
察
翠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
者
の

分
析
を
中
心
と
し
て
、
察
穆
科
目
と
し
て
の
明
経
科
の
性
格
を
検
討
し
た
い
。

唐
代
即
位
儀
曜
の
再
検
討

金

f~ 

子

中
園
の
即
位
儀
曜
に
つ
い
て
は
、
初
め
西
嶋
定
生
氏
が
、
天
子
即
位
l
皇
帝一

即
位
の
順
で
淡
代
の
即
位
儀
躍
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
(
「
漢
代

に
お
け
る
帥
位
儀
躍
」
『
中
園
古
代
閤
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
所
牧
)
、
次
い
で

尾
形
勇
氏
が
西
嶋
氏
の
所
設
を
敷
街
さ
れ
、
唐
代
ま
で
の
即
位
儀
躍
は
基
木
的

に
天
子
即
位
|
皇
帝
卸
位
の
二
段
階
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
(
「
中

園
の
即
位
儀
雄
」

『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
九
)
。

し
か
る
に
最
近
、
松
浦
千
春
氏
は
西
嶋
氏
の
天
子
即
位
の
史
料
解
樗
を
批
剣

さ
れ
(
「
漢
よ
り
唐
に
至
る
脅
位
縫
承
と
皇
太
子
」
『
歴
史
」
八

O
て
さ
ら
に

唐
代
の
第
一
段
階
の
帥
位
が
天
子
即
位
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
さ
れ
た

(
「
唐
代
後
牢
期
の
即
位
儀
躍
に
つ
い
て
」
『
一
関
工
業
高
等
官
帯
門
皐
校
研
究
紀

要
』
二
八
)
。
ま
た
報
告
者
も
、
唐
代
の
即
位
儀
躍
の
中
心
が
第
二
次
即
位
の

加

・
貨
の
授
受
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
(
拙
稿
「
麿
の
太
極
殿
と
大
明
宮
」

『山
梨
大
祭
数
育
皐
部
研
究
報
告
』
四
四
)
。

残
る
問
題
は
、
先
一
帝
存
命
中
の
譲
位
の
即
位
儀
躍
で
あ
る
。
唐
代
で
は
、
先

脅
の
譲
位
を
受
け
た
太
宗

・
玄
宗

・
粛
宗
に
即
位
時
の
告
天
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
各
王
朝
の
初
代
の
皇
帝
は
、
最
初
に
皇
帝
と
し
て
告
天
し
て
か
ら
天
子
を

名
乗
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
調
・
外
穏
を
問
わ
ず
見
ら
れ
る
譲
位
の
帥
位
の

告
天
と
、
先
脅
の
崩
御
に
よ
る
停
位
の
卸
位
に
天
子
即
位
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

と
は
統
一
的
に
理
解
さ
れ
、
術
開
位
の
場
合
に
の
み
租
鐙
が
介
在
す
る
も
の
と
思

う
。
従
っ
て
、
停
位
の
第
一
次
帥
位
に
お
け
る
皇
太
子
の
役
割
は
、
葬
儀
の
主

宰
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

六
朝
官
人
の
政
治
意
識

中

キヲ

圭

爾

六
朝
貴
族
が
現
貨
に
し
ば
し
ば
官
僚
的
形
態
を
と
る
こ
と
は
周
知
の
事
責
で

あ
る
。
一
方
、
六
朝
貴
族
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
王
朝
を
前
提
と
せ
ず
、
自
程

郷
里
祉
舎
を
基
盤
と
し
た
政
治
祉
禽
上
の
支
配
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
い
わ

れ
る
。
で
は
貴
族
に
と
っ
て
、
官
人
で
あ
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の

か
、
あ
る
い
は
、
貴
族
に
と
っ
て
官
僚
の
地
位
、
ひ
い
て
は
王
朝
は
い
か
な
る

も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
こ
こ
で
い
う
政
治
意
識
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味

で
も
ち
い
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ
の
疑
問
へ
の
解
答
を
用
意
す
る
こ
と
で
中
園

古
代
の
官
僚
制
支
配
の
意
味
と
、
六
朝
貴
族
制
の
一
側
面
を
あ
き
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
の
が
本
渡
表
の
主
眼
で
あ
る
。

六
朝
官
人
に
は
、
官
僚
的
存
在
に

一
種
の
嫌
悪
感
、
ま
た
は
短
紹
感
を
一
示
す

か
の
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
任
官
要
請
に
感
じ
る
表
現
で

あ
る
「
屈
」
、
任
官
を
正
円
晶
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
親
老
家
貧
」
と
い

う
事
情
、
俸
糠
の
散
賜
と
い
う
形
で
現
れ
る
俸
糠
の
否
定
、
脱
俗
隠
遁
的
白
熱
風

等
々
か
ら
は
、
任
官
が
不
本
意
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
む
を
え
ざ
る
選
揮
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
官
人
の
職
責
に
関
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
俗
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